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１ 目的
この指針は、審議会等及びこれに類するものの会議の公開に関し必要な事項を定める

ことにより、県民の理解と信頼の下に公正で透明な行政を推進し、県民による県政への
参加を進めていくことを目的とする。

２ 対象
この指針の対象となる「審議会等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定に基づき設置された附属機関をいう。また 「これに類する、
もの」とは、法令又は条例等の規定によらず要綱又は要領の定めるところにより設置さ
れたもので、その設置目的、構成員及び機能等に照らして、附属機関に類するものをい
う。

３ 会議の公開基準
審議会等及びこれに類するもの（以下「附属機関等」という ）の会議は、原則とし。

て公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は当該会議を公開しないことができ
る。
( ) 法令等により会議が非公開とされている場合1
( ) 群馬県情報公開条例（平成１２年６月１４日群馬県条例第８３号。以下「条例」と2
いう ）第１４条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項について審議を行う。
場合。ただし、条例第１６条に該当する場合を除く。

( ) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認め3
られる場合

４ 公開・非公開の決定
( ) 会議の公開・非公開事項の決定は、会議の公開基準に基づき、附属機関等の長が当1
該会議に諮って行うものとする。

( ) 附属機関等が、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにし2
なければならない。

５ 会議の公開の方法等
( ) 附属機関等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めるこ1
とにより行う。

( ) 附属機関等の長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序維に努めるも2
のとする。

６ 会議開催の公表
附属機関等は、会議を公開するに当たっては、会議の開催について事前に公表しなけ

ればならない。

７ 会議録等の公開
( ) 附属機関等は、開催した会議の会議録又は会議結果の概要を作成する。1
( ) 附属機関等は、会議の公開又は非公開にかかわらず、会議録又は会議結果の概要の2
公表を行わなければならない。ただし、法令等により公表を禁じられているものにつ
いてはこの限りではない。
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１ 目的
この運用は、群馬県情報公開条例（平成１２年６月１４日群馬県条例第８３号。以下

「条例」という ）第８条に規定する附属機関及びこれに類するものの会議の公開に関。
する基本方針である「審議会等の会議の公開に関する指針 （以下「指針」という ）」 。
の具体的な運用について定めるものである。

２ 対象
指針２「対象」でいう「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき設置された附属機関」とは、群馬県行政組織規則（昭和３２年群馬県
規則第７１号）第１７４条に規定する附属機関をいう。
また 「これに類するもの」とは、法令又は条例等の規定によらず要綱又は要領の定、

めるところにより設置されたもので、その設置目的、構成員及び機能等に照らして、附
属機関に類するものをいう。具体的には、県が様々な基本計画等を定めるに際して有識
者等の意見を聴取するために、要綱や要領を根拠に設置する懇談会や協議会などが該当
する。

３ 会議の公開基準
審議会等 指針２により定義された 審議会等 をいう 及びこれに類するもの 以（ 「 」 。） （

下併せて「附属機関等」という ）の会議は原則公開とする（１にいう『これに類する。
もの』は 「情報公開の総合的な推進に関する事務取扱要綱」により公表の対象から除、
かれているが、条例第７条に規定する情報の提供として公開するものである 。。）
ただし、以下のいずれかに該当する場合は例外として非公開とすることができるもの

とする。
( ) 法令等により、調停又は仲介の手続き等が非公開とされている場合。1
( ) 条例第１４条各号に該当する開示してはならない情報を含む事項について審議す2
る場合。ただし、条例第１６条の公益上特に必要がある場合は除く。

( ) 公開した場合、審議妨害や委員等への圧力等により、率直な意見交換や意思決定3
の中立性が不当に損なわれることが客観的に明らかな場合。

４ 公開・非公開の決定
会議の公開・非公開の決定は、指針３「会議の公開基準」に則して決定するものであ

るが、個々の審議事項が指針３( )～( )に該当するか否かは、附属機関等のそれぞれの1 3
自主性及び独立性を尊重し、附属機関等が自ら判断するものとする。
決定内容としては、
①すべて公開する。
②原則として公開とするが、指針３( )～( )に該当する事項について審議を行う場合1 3
のみ非公開とする。

③すべて非公開とする。
のいずれかとし、同一の附属機関等で審議事項によって、指針３( )～( )に該当する1 3

場合と該当しない場合とがあるときは、審議事項ごとに公開・非公開の判断を行うもの
とし、附属機関等の会議全てを非公開としないものとする。
また、②の決定をした場合は非公開とする審議事項及び非公開とする理由を、③の決

定をした場合は非公開の理由を明らかにしておき、６で定める会議開催の公表事項とし
て公表するものとする。



５ 会議の公開の方法等
会議の公開は、審議の過程を知ることができるよう、報道機関に加え、傍聴希望者に

会議の傍聴を認めることにより行うものとする。傍聴を認めるに当たっては、予め傍聴
定員を定め、それに対応する傍聴席を設ける。
なお、県民の関心が高いと予想される会議については、適宜定員の増員に努めるもの

とする。
また、附属機関等は、公正かつ円滑な議事運営が行われるよう、傍聴者の遵守事項及

び傍聴手続き等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。

６ 会議開催の公表
附属機関等は、会議の開催を多くの県民が知ることができるよう、当該開催日の遅く

とも１週間前に、次の事項を報道機関へ資料提供、庁内での掲示、県広報誌・県広報番
組・県ホームページに掲載する等の方法により事前に公表しなければならない。
ただし 会議を緊急に開催する必要が生じたとき及び開催自体を公表することが３( )、 1

～( )に該当するときはこの限りではない。3
( ) 開催の日時1
( ) 場所2
( ) 公開・非公開の別3
（すべて公開以外は、非公開とする審議事項及び非公開とする理由を公表する ）。

( ) 審議事項4
（非公開とする審議事項がある場合は、公開・非公開の別も公表する ）。

( ) 傍聴を認める定員（公開する場合）5
( ) 傍聴手続き（公開する場合）6
( ) 問い合わせ先7

７ 会議録等の公開
広く県民に会議の結果を公表するため、附属機関等は、会議録又は会議結果の概要を

作成して、県民センターでの閲覧及び県ホームページへの掲載を行い公開するものとす
る。
また、県民センターでの閲覧に当たっては、情報公開の総合的な推進に関する事務取

扱要綱第９条第２項の手続をとるものとする。
なお、会議を非公開とした場合でも、８に従い作成した会議結果の概要により会議の

内容を公開するものとする。

８ 公開する会議録等の内容
会議録については、次の事項に係る情報を公開するものとする。
( ) 開催日時1
( ) 場所2
( ) 出席者職・氏名3
（職名は 「○○審議会委員」のように記載する。委員等及び事務局が対象）、

( ) 審議事項4
（非公開とした審議事項がある場合は、公開・非公開の別も記載する。また、条例
第１４条各号に掲げる非開示情報を公表することとならないよう注意する ）。

( ) 発言者氏名及び発言内容5
（発言者氏名を記載するとともに発言内容を逐語的とすることが原則であるが、条
例第１４条各号に掲げる非開示情報を公開することとなる場合は、非開示情報を公
開しない範囲で可能な限り詳細な内容を公開するものとする ）。

また、会議結果の概要については、次の事項に係る情報を公開するものとする。
( ) 開催日時1
( ) 場所2
( ) 出席者数3
（ ○○審議会委員▲名」のように記載する。委員等及び事務局が対象）「



( ) 審議事項4
（非公開とした審議事項がある場合は、公開・非公開の別も記載する。また、条例
第１４条各号に掲げる非開示情報を公表することとならないよう注意する ）。

( ) 委員の主な意見5
（ 。）条例第１４条各号に掲げる非開示情報を公開することとならないよう注意する
( ) 結論6
（継続審議の場合は、その旨を公表する ）。


